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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年４月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

                            

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月２７日 ０９時００分ごろ 

発生場所 東京都神津島村恩馳
おんばせ

島西南西方沖 神津島灯台から真方位２６１°２.８

海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１１.０′ 東経１３９°０４.０′） 

事故調査の経過  平成２２年５月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 美保
み ほ

丸、１２.５５トン 

ＳＯ２－５２４５（漁船登録番号）、個人所有 

１２.６４ｍ（Lr）×３.３５ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１１０、昭和５３年１１月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 昭和５８年１月１１日 

免許証交付日 平成１９年６月２９日 

         （平成２４年７月４日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長） 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、東京都八丈島南西方沖の漁場に向け、

約６ノット（kn）の速力で、自動操舵により南進中、船長が、恩馳島北西

方沖約３Ｍにおいて、同島西方約２Ｍ沖に船首が向くように自動操舵のま

ま南西の磁針路に変針した。 

船長は、変針後、船尾甲板で後方を向き、漁具の準備作業を行っていた

ところ、本船は、平成２２年５月２７日０９時００分ごろ恩馳島西南西方

沖の岩場に乗り揚げて機関が停止した。 

船長は、機関を後進にかけて離礁しようとしたが、機関が始動しなかっ

たので、無線で僚船に救助を要請した直後、本船が右舷側に傾斜して落水

した。 

船長は、落水時に左足大腿部に打撲と切傷を負ったが、乗揚場所の東方

の岩場まで泳ぎ着いたのち、駆けつけた僚船に救助された。 

本船は、波浪により岩場に打ち揚げられて転覆した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、海流 約２～４knの東北東流（黒潮） 
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 その他の事項 船長は、レーダーを１２Ｍレンジで作動させていた。 

本船は、南進中に新島村式根島西方沖のヒョウタン瀬付近から東方に圧

流されるようになり、針路を少しずつ西方に修正して航行していた。 

船長は、時折、ＧＰＳプロッターにより船位を確認していたが、恩馳島

北西方沖約３Ｍの時点以降は確認していなかった。 

船長は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、恩馳島北西方沖を南西進中、黒潮の影

響を受けて東方に圧流され、恩馳島西南西方沖の

岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、恩馳島北西方沖約３Ｍにおいて、同島

西方約２Ｍ沖に船首が向くように南西の磁針路に

変針したのち、船尾甲板で後方を向いて漁具の準

備作業を行い、船位の確認を適切に行っていなか

ったため、本船が黒潮の影響を受けて東方に圧流

され、恩馳島西南西方沖の岩場に接近しているこ

とに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が恩馳島北西方沖を南西進中、船長が、船尾甲板で漁具

の準備作業を行い、船位の確認を適切に行っていなかったため、黒潮の影

響を受けて東方に圧流され、恩馳島西南西方沖の岩場に接近していること

に気付かず、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




